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第３章 河川整備計画の目標に関する事項

第１節 計画対象区間及び計画対象期間に関する事項

計画対象区間は、圏域内河川のうち宅地及び農耕地に浸水被害が発生しているか、発生す

るおそれのある区間を計画対象区間とし、計画対象期間は、一連の河川事業の完成によって

効果が期待できる今後概ね３０年間とする。

なお、土地利用の変化、災害の発生状況等に応じて適宜見直しを行うこととする。

表－３.１ 烏川圏域河川整備計画における整備対象区間一覧表

河川名 整 備 対 象 区 間 延 長

烏川 君が代橋から蛇渕橋上流約１ ０００ｍまで 約３６ ０００ｍ, ,

天神川 小塙橋上流約２４０ｍから市道十号橋上流約５０ｍまで 約１ ０００ｍ,

井野川 常慶橋下流約１ ０００ｍから新井野川橋下流まで 約１ ４００ｍ, ,

東谷川 東谷橋から笹原橋まで 約１ ０００ｍ,

染谷川 田中下堰上流から新江橋下流まで 約２５０ｍ

牛池川 栗島堰上流から天王橋まで 約１ １００ｍ,

粕川 弁天橋上流から渕ノ内橋まで 約３５０ｍ

粕沢川 翁橋上流から市道６号橋上流まで 約８００ｍ

滝川 放水路上越線滝川橋下流から滝川本川取水堰(古市堰) 約１００ｍ
まで

第２節 洪水による災害の発生の防止又は軽減に関する事項

・河川の規模や沿川の資産・土地利用の状況、河道形態などを考慮して、概ね１０年に１

回程度発生すると予想される洪水による家屋の浸水被害を防止することを目標とする。

ただし、利根川の一次支川である烏川本川については、築堤河道をなし高崎市街地を

流下する主要河川であり下流部は概ね５０年に１回、上流部では概ね３０年に１回程度

発生すると予想される家屋の浸水被害を防止することを目標とする。また、市街地を流

下し烏川に合流する井野川（下流部 、滝川は概ね３０年に１回程度発生すると予想さ）

れる洪水による家屋への浸水被害を防止することを目標とする。

・下流域に発生する内水による家屋の浸水については、関係する市町と連携を図って被害

の軽減に努める。
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第３節 河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項

・烏川本川において景観や水質、動植物の生息・生育を配慮した水環境の保全のため、か

つ、河川水の利用が支障なく行われるために最低限維持する流量として上里見地点にお

いて、約３ｍ /ｓ（かんがい期）を設定する。３

なお、その他の河川の具体的数値については、今後、流量調査、水利用実態調査等を

行い、詳細な河川水の利用状況の把握に努める。

第４節 河川環境の整備と保全に関する事項

・烏川圏域内の上流地域を流れる自然豊かな河川においては、現状を出来る限り維持する

ことにより、動植物の生息・生育に適した環境及び景観の保全に努める。

・下流の市街地を流れる河川や近傍に公園などの人々が集まる施設がある河川では、地域

の方々の意見も聞きながら、河川と親しめる場となるよう整備するとともに、河川周辺

における動植物の生息，生育に適した環境の保全に努める。




